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（単位：千円)

金 額 金 額
流動資産 370,055 流動負債 1,625,308

現金及び預金 19,319 買掛金 418,220
売掛金 291,699 未払費用 1,422
前払費用 7,543 賞与引当金 4,271
未収金 8,643 役員賞与引当金 4,069
未収還付消費税等 42,849 未払金 59,315

未払法人税等 29,528
預り金 279
関係会社預り金 1,108,202

固定資産 347,899 固定負債 3,172
 有形固定資産 114,125 退職給付引当金 3,172

建物 34,864
構築物 37,412
機械装置 38,258
車輌運搬具 0
工具器具備品 590
土地 3,000
建設仮勘定 0

 無形固定資産 - 1,628,480

株主資本 △910,525
　資本金 100,000
　資本剰余金 100,000
　　資本準備金 100,000
　　その他資本剰余金 -

 投資その他の資産 233,773 　利益剰余金 △1,110,525
繰延税金資産 233,137 　　利益準備金 -
差入保証金 636 　　その他利益剰余金 △1,110,525

　　　固定資産圧縮積立金 -
　　　別途積立金 -
　　　繰越利益剰余金 △1,110,525

評価・換算差額等 -
　その他有価証券評価差額金 -
　繰延ヘッジ損益 -

△910,525
717,955 717,955

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

資 産 合 計
純 資 産 合 計
負債・純資産 合計

純 資 産 の 部
負 債 合 計

貸 借 対 照 表

科 目 科 目

資 産 の 部 負 債 の 部

( 2026年3月31日現在　）



重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．　資産の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

市場価格のない株式等

(2)棚卸資産

商品及び製品

仕掛品,原材料及び貯蔵品

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

（リース資産を除く）

無形固定資産
（リース資産を除く）

リース資産

３．　引当金の計上基準
貸倒引当金

賞与引当金

役員賞与引当金

退職給付引当金

当期純損益金額

当期純利益 69,316千円

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

決算日の市場価格等に基づく時価法

移動平均法による原価法

個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

定率法

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）及び、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
　建物　　　　　　　　　　　　　　　　 　7年～22年
　建物及び構築物(賃貸不動産)　 3年～42年

定額法

･数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（１２年）に
よる定額法により費用処理しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて
おります。

注記事項

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（１２年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。


